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関西学院院長殿

以下のとおり、 報告いたします。

V関西学院留学 長期（滞在国：ドイツ連邦共和国）

研究制度
口関西学院留学 短期（滞在国： ） 

口宣教師研究期間

口関西学院外留学（滞在国： ） 

研究課題 環境間題をめぐる法的手続

研究実施場所 マックスプランク外国 ・ 国際司法研究所

2023 年 10月 9 日

所属：法学部

職名：教授

氏名：吉田元子

研究期間 2022年 9月 12 日 ～ 2023 年 9月 14 日 (12 ヶ月）

●研究成果概要 (2,500字程度）

上記研究課題に即して実施したことを具体的に記述してください。

留学の研究課題は 食 従来から関心を有しており、 本学産業研究所のジャン ・ モネ ・ チ  

ェアのプロジェクトヘの参加を契機に本腰を入れて取り組み始めた 事 EUおよびドイツ 

における地球温暖化対策、 特に気候中立へ向けた取組みについて、 法律学の見地から研 

究することであった。 今回の主要な課題として、 新型コロナ感染症の打撃、 ロシア ・  ウ 

クライナ戦争の影響などから、 インフレと経済停滞（対円為替相場は除く）が顕著にな 

り、 EU加盟国間の結束の陰りが目立ち始め自国中心主義が台頭してきている中で、 世

界規模の重要課題である気候変動対策に関して、 パリ協定でEUに求められた気候中立 

を目指す目標の達成へ向けて、 法整備がどのような形でどの程度進められているのか、 

あるいは停滞しているのか、 最新の動向を調査研究することを予定していた。

EU域内外における上記のような混乱の中、 滞在許可証の発給に大幅な遅れが生じて 

いた。EU非加盟国の国籍ゆえに滞在許可証が発給されるまで滞在地を離れることは許

されず、 滞在期間の半分以上の期間ハンブルクを出ることが認められなかった。 その

結果、 当初期間前半に予定していた欧州委員会やドイツ国内での実態調査は事実上困難

になり、 その時間を有効に使うために、 その時期には立法の進捗状況の観点から課題に

取り組むことにした。

その中心は、 欧州気候法の制定後に示されたF it for 55に挙げられている具体的な立 

法提案であった。 順を追って制定の進捗状況を調査していった結果、 立法提案の多く






